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　もりおか若者サポートステー

ションでは、「就職相談会」を開

催します。自分にあった仕事が分

からない方、育児後の再就職など、

ぜひご相談ください。　※要予約

▼日時　10 月 31 日㈭.①午後 1

時 30 分.②午後 2 時 30 分.③午

後 3時 30分　各１組

※相談時間は 50分程度です。

▼会場　やはぱーく１階活動ス

ペースＡ

▼対象　15歳～概ね 45歳

▼申し込み　10 月 28 日㈪まで

に、もりおか若者サポートステー

ション ( ☎ 625-8460、メール

mail@morisapo.jp）へ。

　森林の立木の伐採には、森林が

ある市町村へ、事前の届け出が必

要です。また、造林や転用の完了

後は、森林の状況報告をするよう

お願いします。なお、届け出方法

や必要書類については、役場産業

振興課農林係（☎ 611-2614）へ

お問い合わせください。

▼伐採の届け出時期　伐採開始の

90日から 30日前まで

▼造林・転用の報告時期　造林完

了後、30 日以内（転用は伐採後

30日以内）

　10月 1日に消費税が10％とな

り、合わせて軽減税率制度が実施

されます。適用される品目の詳細

は、消費税軽減税率電話相談セン

ターへ問い合わせるか、国税庁

ホームページ（http://www.nta.

go.jp）をご確認ください。

▼適用品目　飲食料品（酒類、外

食などを除く）、新聞（定期購読）

▼問い合わせ　同相談センター

（☎ 0120-205-553）　※受け付

けは平日午前 9 時～午後 5 時

■マイナンバーカードを利用して、コンビニで各種証明書の取得が可能。詳しくは住民課☎ 611-2502 まで。

　利用できる時間　午前 6時 30分～午後 11時（12/29 ～ 1/3 およびシステムメンテナンス時を除く）

消費増税に係る
軽減税率制度のお知らせ

やはぱーくで
就職相談会を開催 報人求 情 町

　内

■企業名（就業場所）

①職種.②年齢.③求人数.④賃金.⑤求

人番号.⑥必要資格など

■㈱モリレイ（流通センター南）

①ルート営業（正社員）② 59歳以下

③ 1人④ 188,000 円～ 209,500 円⑤

03010-21816591⑥普免（AT限定不可）

■勅使川原産業㈱盛岡営業所（広宮沢）

①大型乗務員（正社員）② 59歳以下

③ 1人④ 264,200 円～ 453,000 円⑤

03010-21665091 ⑥大型自動車免許

■㈱いわて愛隣会（又兵エ新田）

①介護スタッフ（正社員）②不問

③ 1人④ 142,500 円～ 162,100 円⑤

03010-21731991 ⑥普免

■㈲快互（又兵エ新田）

①介護職（グループホーム都南太陽荘

または太陽荘、正社員）②不問③ 3人

④141,740円～176,300円⑤03010-

21759891 ⑥介護福祉士、普免

■㈱ケナフ（南矢幅）

①看護職員（デイサービスセンター

百万石矢巾口、正社員）②不問③ 1人

④210,000円～240,000円⑤03010-

22164591 ⑥正看護師又は准看護師

■㈱瀬川勝雄商店盛岡支店（流通セン

ター南）

①一般事務（正社員）② 59 歳以下

③ 2人④ 140,000 円～ 160,000 円⑤

03010-20821491 ⑥普免（通勤用）

　就業希望の方は「盛岡公共職業安定

所紹介第一部門（☎ 624-8902）」へ

求人番号を告げてお問い合わせくださ

い（事業所へは同安定所の紹介状が必

要です）。

町県民税第 3期
国民健康保険税第 4期
介護保険料普通徴収第 7期
後期高齢者医療保険料普通徴収第 7期

 8 月中の件数　（  ）内は１月からの累計

 ■火災発生 0 件（ 3 件）

 ■救急出動 98 件（674 件）

※盛岡南消防署矢巾分署提供

 8 月中の件数　（  ）内は１月からの累計

 ■物損事故 47 件（404 件）

 ■人身事故 3 件（ 47 件）

 ■交通事故死亡者 0 人（ 0 人）

 ■交通事故負傷者 4 人（ 53 人）

 ■飲酒運転検挙者数 0 人（ 4 人）

※紫波警察署提供

 10月の納期  町内の交通事故件数 

 火災・救急の件数 

森林の伐採には
届け出が必要です
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　県林業技術センターでは、一般

公開を行います。研究成果の展示

の他、木工やヤマブドウ収穫など

の各種体験ができます（会場内

で配布する整理券が必要）。ぜひ、

ご来場ください。　※入場無料

▼日時　10月 5日㈯午前 10時

～午後 3時 30分

▼場所　県林業技術センター

（矢巾町煙山 3-560-11）

▼問い合わせ　同センター企画

総務部（☎ 697-1536）

　県では、安全で住みよい街づ

くりのために違反建築をなくす

目的で、10 月 15 日㈫～ 10 月

21 日㈪を「違反建築防止週間」

としています。

　週間行事の一つとして 18 日

㈮に県下全域で建築物が法に適

合した状態で建てられているか

どうかの「公開一斉パトロール」

を実施します。また、建築相談

所を設置し、皆さんのご相談に

お答えしますので、ぜひご利用

ください。

▼建築相談所　県県土整備部建

築住宅課（☎ 629-5935）、盛

岡広域振興局土木部（☎ 629-

6650）

　県立盛岡となん支援学校では、

「けやき祭」を開催します。児童

生徒の作品展示やステージ発表、

高等部企画、福祉施設製品販売な

どを行います。ぜひ、ご来場くだ

さい。

▼日時　10 月 12 日㈯午前 9 時

15分～午後 0時 15分

▼場所　県立盛岡となん支援学校

▼問い合わせ　同校（☎ 601-

2227）

　県母子寡婦福祉連合会では、ひ

とり親家庭の親などを対象とした

無料法律相談を行います。離婚や

養育費など、日常の困りごとなど

について、弁護士が相談に応じま

す。　※相談無料

▼日時　10月 23 日㈬午前 10時

～午後 3時

▼会場　さわやかハウス

▼対象　ひとり親家庭の方（母子

家庭の母親、父子家庭の父親、寡

婦）など

▼申し込み・問い合わせ　同連合

会（☎ 623-8539）

　10 月 4 日㈮から、岩手県の最

低賃金が時間額 790 円となりま

す。

　この基準は、県内で働くパート

タイマー・アルバイトなどを含む

全ての労働者に適用されます。全

ての事業主は、雇用する労働者に、

最低賃金以上の賃金を支払う必要

があります。この他、産業別最低

賃金にもご留意ください。

▼問い合わせ　岩手労働局労働基

準部賃金室 (☎ 604-3008)

　町では、毎日の暮らしの中で国

や公団、県、町などが行う仕事に

対し、皆さんが日ごろ感じている

不満や要望を聞き、その改善を図

る「行政相談所」を開設していま

す。

　行政相談所は毎月、第 2 金曜

日午前にさわやかハウスで開催し

ていますが、今月は時間を延長し

て開催します。秘密は厳守されま

すので、お気軽にご相談ください。　

※相談無料

▼日時　10月 11日㈮

▼時間　①午前 9時～正午.②午

後 1時～午後 3時

▼場所　さわやかハウス

▼行政相談員　尾形盛幸さん（南

矢幅４区）、川原博さん（高田３区）

▼問い合わせ　役場総務課法規庶

務係（☎ 611-2702）

お知らせ

募集やイベント、お知らせなど皆
さんの暮らしに役立つ情報をお届
けします。

■毎週水曜日は役場住民課、税務課、福祉・子ども課窓口が午後 7時まで延長…取り扱い業務は次の 7種類です。

≪①各種証明書の交付②戸籍の届け出③転入転出④国民健康保険⑤国民年金⑥児童手当⑦納税相談≫

県林業技術センター
一般公開のお知らせ

盛岡となん支援学校
けやき祭を開催！

岩手県の最低賃金が
時間額 790円となります

10月 15日～ 21日は
違反建築防止週間です

ひとり親家庭の親向け
無料法律相談を行います

行政相談所へ
お気軽にご相談を

※「広報やはば」の広告に関する問い合わせは、ナチュラルコム株式会社（☎ 652-9190）へ。


